
都
道
府
県
議
会
制
度
研
究
会
報
告
書

（
令
和
２
年
３
⽉
30
⽇
）
に
つ
い
て

令
和
２
年
４
⽉
６
⽇

全
国
都
道
府
県
議
会
議
⻑
会

k001000
タイプライターテキスト
資料４－１

k001000
長方形



研
究
会
の
設
置
経
緯
等

設
置
経
緯

〇
平
成
31
（
20
19
）
年
の
統
⼀
地
⽅
選
挙
の
前
後
に
お
い
て
、
地
⽅
議
会
に
つ
い
て
は
、
投
票
率
の
低
下
を
始
め
、
議
会
に
関
す
る
住
⺠
の
理
解
・
関

⼼
の
低
下
、
⼩
規
模
議
会
に
お
け
る
議
員
の
な
り
⼿
不
⾜
、
加
え
て
都
道
府
県
議
会
議
員
、
町
村
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
、
無
投
票
当
選
者
の

増
加
と
い
う
問
題
が
表
出
。

〇
上
記
の
よ
う
な
最
近
の
地
⽅
議
会
を
巡
る
問
題
の
状
況
等
を
踏
ま
え
た
検
討
を
⾏
う
た
め
、
全
国
都
道
府
県
議
会
議
⻑
会
が
「
都
道
府
県
議
会
制
度

研
究
会
」
を
設
置
。

（
参
考
）

・
平
成
31
（
20
19
）
年
１
⽉
、
総
務
省
か
ら
三
議
⻑
会
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
が
抱
え
て
い
る
課
題
や
背
景
に
応
じ
た
な
り
⼿
不
⾜
へ
の
対
応
策
に
つ
い
て
、
各
レ

ベ
ル
の
議
会
で
、
実
情
に
応
じ
て
検
討
い
た
だ
き
た
い
と
要
請
。

１

委
員
（
設
置
当
時
の
役
職
）

座
⻑
︓
中

邨
章

明
治
⼤
学
名
誉
教
授

内
⽥

⼀
夫

前
全
国
都
道
府
県
議
会
議
⻑
会
事
務
局
次
⻑

⾦
井

利
之

東
京
⼤
学
⼤
学
院
教
授

駒
林

良
則

⽴
命
館
⼤
学
教
授

⾕
⼝

尚
⼦

慶
應
義
塾
⼤
学
⼤
学
院
准
教
授

⼟
⼭

希
美
枝

⿓
⾕
⼤
学
教
授

⼈
羅

格
毎
⽇
新
聞
社
論
説
委
員

眞
柄

秀
⼦

早
稲
⽥
⼤
学
教
授

こ
れ
ま
で
の
開
催
等

○
第
１
回
(令
和
元
年
５
⽉
16
⽇
)

・
研
究
会
の
運
営
⽅
法
に
つ
い
て
協
議
し
、
第
２
回
以
降
第
５
回
ま
で
、
各
回
、
委
員
２
名
ず
つ
の
発
表
を
聴
取
し
、
意
⾒
交
換
す
る
こ
と
を
決
定
。

○
第
２
〜
５
回
(６
⽉
12
⽇
、
７
⽉
12
⽇
、
８
⽉
５
⽇
、
９
⽉
13
⽇
)

・
委
員
か
ら
の
発
表
を
聴
取
す
る
と
と
も
に
、
意
⾒
交
換
。

○
第
６
回
(1
0⽉

10
⽇
)

・
「
総
務
省
「
地
⽅
議
会
・
議
員
の
あ
り
⽅
に
関
す
る
研
究
会
」
へ
の
意
⾒
（
案
）
」
に
つ
い
て
意
⾒
交
換
。

○
第
７
回
(1
1⽉

20
⽇
)

・
「
都
道
府
県
議
会
と
市
町
村
議
会
」
、
「
報
告
書
に
向
け
た
論
点
整
理
（
素
案
）
」
に
つ
い
て
意
⾒
交
換
。

○
第
８
回
(1
2⽉

19
⽇
)

・
「
報
告
書
に
向
け
た
論
点
整
理
（
案
）
」
に
つ
い
て
意
⾒
交
換
。

〇
第
９
回
(令
和
２
年
１
⽉
16
⽇
)

・
⼭
梨
県
議
会
へ
調
査
に
赴
き
、
正
副
議
⻑
を
始
め
と
し
た
議
員
と
意
⾒
交
換
を
⾏
う
と
と
も
に
、
本
会
議
場
、
図
書
室
を
視
察
。

〇
第
10
回
(２
⽉
17
⽇
)

・
報
告
書
案
に
つ
い
て
意
⾒
交
換
。

〇
第
11
回
(３
⽉
18
⽇
)

・
報
告
書
案
に
つ
い
て
意
⾒
交
換
し
、
座
⻑
に
修
⽂
を
⼀
任
。

〇
報
告
書
取
り
ま
と
め
(3
⽉
30
⽇
)

・
23
の
提
⾔
事
項
を
内
容
と
す
る
報
告
書
を
全
国
都
道
府
県
議
会
議
⻑
会
に
提
出
。



検
討
し
た
事
項
と
⽅
向
性
に
関
係
す
る
主
な
提
⾔
事
項
（
総
括
）

・
住
⺠

2

検
討
した
事
項
と⽅

向
性
－
都
道
府
県
議
会
が
直
⾯
す
る
喫
緊
の
問
題
－

１
地
⽅
議
会
・議
員
の
あ
り⽅

◎
地
⽅
議
会
は
、地
⽅
公
共
団
体
の
意
思
を
決
定
す
る
政
治
的
な
役
割
を

担
う機

関
（
⾏
政
とは
距
離
を
置
く組
織
）
。

〇
議
会
の
真
の
姿
や
役
割
の
認
知
度
を
上
げ
る
た
め
、法

律
上
の
規
定
を
整

備
す
る
とと
も
に
、議

会
の
情
報
公
開
の
徹
底
を
図
り、
議
会
側
か
ら議

会
全

体
の
活
動
状
況
や
役
割
を
説
明
す
る
等
住
⺠
に
歩
み
寄
る
。

〇
議
員
は
多
様
な
住
⺠
の
ニー
ズ
に
適
確
に
応
え
られ
る
専
業
的
な
公
選
職

（
政
治
家
）
に
な
る
必
要
に
迫
られ
て
お
り、
議
員
の
法
律
上
の
位
置
付
け

を
明
確
に
し、
それ

に
基
づ
き
、処

遇
等
を
規
定
す
る
こと
が
必
要
。

６
⽴
候
補
しづ
らい
環
境

〇
選
挙
費
⽤
（
供
託
⾦
を
含
む
。）

が
か
か
る
、⽴

候
補
に
⾄
る
ま
で
の
⼿
続

の
分
か
りづ
らさ
等
の
難
題
を
考
慮
す
る
と、
⽴
候
補
しや
す
い
環
境
整
備
が

望
ま
れ
る
。

３
投
票
率
の
低
下

〇
これ
ま
で
の
選
挙
参
加
の
誘
因
（
議
員
の
地
域
へ
の
利
益
還
元
）
と考

え
ら

れ
て
き
た
構
図
とは
異
な
った
形
で
、住

⺠
の
議
会
へ
の
関
⼼
を
⾼
め
る
⽅
法

を
検
討
す
る
こと
が
必
要
等
。

２
議
会
審
議
の
あ
り⽅

〇
議
会
審
議
の
活
性
化
を
図
り、
議
会
の
存
在
意
義
を
⾼
め
る
た
め
に
は
、議

会
の
審
議
過
程
を
「⾒
え
る
化
」す
る
。

４
無
投
票
当
選
の
増
加

〇
議
員
は
住
⺠
か
ら直

接
選
ば
れ
る
公
選
職
で
あ
る
こと
を
考
慮
す
る
と、
代
表

⺠
主
制
の
根
幹
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り、
解
消
す
る
⽅
策
が
早
急
に
必
要
。

５
⼥
性
議
員
や
若
⼿
議
員
の
不
⾜

〇
⼥
性
が
⽴
候
補
しや
す
く、
議
員
とな
った
後
も
活
動
しや
す
い
環
境
を
整
備
す

る
こと
が
求
め
られ
る
。若

い
議
員
を
増
や
す
⽅
策
が
求
め
られ
る
等
。

主
な
提
⾔
事
項
（

は
法
改
正
事
項
）

⑥
地
⽅
議
会
の
位
置
付
け
、権

限
を
地
⽅
⾃
治
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る

⑮
地
⽅
議
会
議
員
の
位
置
付
け
、職

務
等
を
地
⽅
⾃
治
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る

⑪
広
報
紙
や
議
会
報
告
会
等
は
議
会
とし
て
の
実
績
を
発
信
す
る

⑬
議
会
・議
員
に
対
す
る
住
⺠
へ
の
理
解
を
得
る
た
め
、教

育
の
場
等
を
通
し、
議
会
・議

員
の
役
割
等
を
説
明
す
る

⑭
災
害
に
備
え
、議

会
・議
員
とし
て
の
役
割
を
業
務
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
等
に
定

め
て
お
くと
とも
に
、議

決
事
件
に
地
域
防
災
計
画
等
を
追
加
す
る
等

④
予
算
修
正
権
の
制
約
を
⾒
直
す

②
議
会
を
議
員
と知

事
の
討
議
の
場
とす
る

⑨
議
会
の
調
査
研
究
・政
策
⽴
案
機
能
を
⽀
援
す
る
よ
うな
機
構
（
シ
ンク
タン
ク）

を
設

置
す
る
等

⑥
地
⽅
議
会
の
位
置
付
け
、権

限
を
地
⽅
⾃
治
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る

（
再
掲
）

⑮
地
⽅
議
会
議
員
の
位
置
付
け
、職

務
等
を
地
⽅
⾃
治
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る

（
再
掲
）

⑫
住
⺠
の
関
⼼
と都

道
府
県
⾏
政
の
課
題
を
結
び
付
け
る
等
に
よ
り、
議
会
とし
て
住
⺠
と

の
つ
な
が
りを
構
築
す
る
等

⑮
地
⽅
議
会
議
員
の
位
置
付
け
、職

務
等
を
地
⽅
⾃
治
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る

（
再
掲
）

⑱
市
と市

の
合
区
が
弾
⼒
的
に
で
き
る
よ
うに
す
る

⑲
⽴
候
補
に
⾄
る
ま
で
の
⼿
続
を
わ
か
りや
す
くす
る
等

⑯
地
⽅
議
会
議
員
が
厚
⽣
年
⾦
制
度
に
加
⼊
す
る

㉒
⼥
性
が
⽴
候
補
しや
す
く、
議
員
とな
った
後
も
活
動
しや
す
い
環
境
を
整
備
す
る

㉓
議
員
活
動
を
⽀
え
る
研
修
を
整
備
す
る
等

⑳
⽴
候
補
に
伴
う企

業
等
に
よ
る
休
暇
を
保
障
す
る
制
度
等
を
整
備
す
る

㉑
供
託
⾦
の
⾦
額
を
⾒
直
す

⑲
⽴
候
補
に
⾄
る
ま
で
の
⼿
続
を
わ
か
りや
す
くす
る
等

【都
道
府
県
議
会
・議
員
の
特
徴
】

１
市
町
村
議
会
と⽐

較
し、
活
動
が
広
域
的

２
市
町
村
議
会
議
員
と⽐

較
し、
代
表
す
る
住
⺠
が
多
い
３

市
町
村
議
会
議
員
と⽐

較
し、
政
党
との
関
係
性
が
強
い

４
市
町
村
議
会
と⽐

較
し、
各
種
団
体
との
接
点
が
多
い
５

市
町
村
議
会
に
は
な
い
、警

察
、⾼

等
学
校
等
の
⾏
政
を
所
管

６
市
町
村
議
会
・議
員
との
連
携

○法
 

○法

○法

○法
 

○法○法

○法 ○法

○法
○法



23
の
提
⾔
事
項
（
１
）

(趣
旨
)

従
来
の
「
⼆
元
代
表
制
」
は
、
議
会
と
知
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
対
等
な
⽴
場
で
住
⺠
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て
、
相
互
に
牽
制
し
切
磋
琢
磨

す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
今
後
は
、
こ
う
し
た
「
⼆
元
代
表
制
」
の
枠
組
を
捉
え
直
し
、
住
⺠
の
声
を
き
め
細
か
く
聴
取
す
る
議
員
と
、

知
事
が
、
議
会
を
討
議
の
場
と
し
、
地
⽅
⾃
治
の
適
正
な
運
営
に
向
か
っ
て
努
⼒
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
常
任
委
員
会
を
両
者
が
ホ
ン
ネ
で
討
議
す
る
場
に
利
⽤
す
る
こ
と
が
得
策
と
考
え
ら
れ
る
。

(趣
旨
)

都
道
府
県
議
会
は
、
憲
法
に
お
い
て
「
議
事
機
関
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
法
的
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
が
、

住
⺠
か
ら
⾒
て
、
都
道
府
県
議
会
の
位
置
付
け
、
権
限
が
分
か
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
要
因
の
⼀
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
た
め
、
以
下
の
と
お
り
地
⽅
⾃
治
法
の
条
⽂
を
改
正
す
る
こ
と
を
提
⾔
す
る
（
下
線
は
改
正
部
分
。
地
⽅
議
会
・
議
員
と
し
て
⼀
律

に
規
定
。
⑮
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

3

①
議
⻑
に
議
会
招
集
権
を
付
与
す
る
【
法
改
正
事
項
】

②
議
会
を
議
員
と
知
事
の
討
議
の
場
と
す
る

③
再
議
制
度
を
⾒
直
す
【
法
改
正
事
項
】

④
予
算
修
正
権
の
制
約
を
⾒
直
す
【
法
改
正
事
項
】

⑤
専
決
処
分
の
対
象
を
⾒
直
す
【
法
改
正
事
項
】

１
知
事
と
の
関
係
に
お
け
る
議
会
権
能
の
拡
⼤

２
議
会
機
能
と
議
会
の
あ
り
⽅
の
検
討

⑥
地
⽅
議
会
の
位
置
付
け
、
権
限
を
地
⽅
⾃
治
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る
【
法
改
正
事
項
】

条
⽂
案 〔議
会
の
設
置
〕

第
⼋
⼗
九
条

普
通
地
⽅
公
共
団
体
に
、議

会
制
⺠
主
政
治
に
お
け
る
意
思
決
定
機
関
とし
て
、住

⺠
を
代
表
す
る
選
挙
され
た
議
員
を
も
つ
て
組
織

され
る
議
会
を
置
く。

〔議
会
の
権
限
〕

第
九
⼗
五
条
の
⼆

普
通
地
⽅
公
共
団
体
の
議
会
は
、次

条
※
に
規
定
す
る
議
決
に
よ
り当

該
普
通
地
⽅
公
共
団
体
の
事
務
の
⽅
針
を
決
定
し、
及

び
その
管
理
及
び
執
⾏
を
監
視
す
る
。※

第
96
条
を
指
す
。



23
の
提
⾔
事
項
（
２
）

(趣
旨
)

⼤
規
模
災
害
等
に
備
え
、
議
会
・
議
員
と
し
て
の
役
割
を
業
務
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
等
に
ま
と
め
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

災
害
時
に
は
、
議
会
と
し
て
情
報
の
⼀
元
化
を
図
り
、
執
⾏
機
関
と
の
意
思
疎
通
を
図
る
連
絡
体
制
の
整
備
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

議
員
は
平
常
時
か
ら
地
域
ご
と
に
防
災
上
、
脆
弱
と
思
わ
れ
る
課
題
を
摘
出
し
、
そ
れ
ら
を
執
⾏
機
関
に
質
問
と
し
て
投
げ
か
け
、
課
題

へ
の
対
応
を
求
め
る
。
ま
た
、
集
約
し
た
情
報
で
対
応
が
必
要
と
さ
れ
る
課
題
に
つ
い
て
は
、
執
⾏
機
関
が
作
成
す
る
地
域
防
災
計
画
等
に

反
映
す
る
等
の
試
み
が
必
要
で
あ
る
。

地
⽅
⾃
治
法
第
96
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
域
防
災
計
画
、
復
興
計
画
等
を
議
決
事
件
に
追
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

令
和
２
年
３
⽉
、
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
⼀
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
国
会
で
成
⽴
し
、
対
策
の
対
象
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
追
加
さ
れ
た
。
内
閣
総
理
⼤
⾂
が
緊
急
事
態
を
宣
⾔
し
た
場
合
、
知
事
に
は
当
該
都
道
府
県
の
住
⺠
に
対
し
、

外
出
⾃
粛
、
学
校
休
校
の
要
請
や
指
⽰
を
⾏
う
等
、
強
⼒
な
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
知
事
が
、
限
ら
れ
た
時
間
、
確
か
な
情
報
が
な
い
中
で
、

様
々
な
案
件
に
つ
い
て
重
要
な
判
断
を
下
す
に
当
た
っ
て
は
、
住
⺠
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
議
会

に
お
い
て
議
員
と
知
事
が
⼗
分
に
議
論
し
、
課
題
や
対
応
策
を
確
定
し
て
い
く
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。

4

⑭
災
害
に
備
え
、
議
会
・
議
員
と
し
て
の
役
割
を
業
務
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
等
に
定
め
て
お
く
と
と
も
に
、

議
決
事
件
に
地
域
防
災
計
画
等
を
追
加
す
る

⑦
議
会
の
調
査
研
究
・
政
策
⽴
案
を
⽀
援
で
き
る
⼈
材
を
養
成
す
る

法
的
な
位
置
付
け
を
背
景
に
、議
会
機
能
の
向
上
に
資
す
る
事
項

⑧
執
⾏
機
関
の
職
員
を
議
会
・
議
員
に
対
し
て
も
補
佐
さ
せ
る
体
制
と
す
る

⑨
議
会
の
調
査
研
究
・
政
策
⽴
案
機
能
を
⽀
援
す
る
よ
う
な
機
構
（
シ
ン
ク
タ
ン
ク
）
を
設
置
す
る

⑩
図
書
室
を
有
効
に
活
⽤
す
る

議
会
の
位
置
付
け
、権
限
を
住
⺠
に
理
解
して
も
らう
た
め
の
事
項

⑪
広
報
紙
や
議
会
報
告
会
等
は
議
会
と
し
て
の
実
績
を
発
信
す
る

⑫
住
⺠
の
関
⼼
と
都
道
府
県
⾏
政
の
課
題
を
結
び
付
け
る
等
に
よ
り
、
議
会
と
し
て
住
⺠
と
の
つ
な
が
り
を
構

築
す
る

⑬
議
会
・
議
員
に
対
す
る
住
⺠
へ
の
理
解
を
得
る
た
め
、
教
育
の
場
等
を
通
し
、
議
会
・
議
員
の
役
割
等
を
説

明
す
る



23
の
提
⾔
事
項
（
３
）

(趣
旨
)

都
道
府
県
議
会
議
員
に
つ
い
て
は
、
名
誉
職
の
イ
メ
ー
ジ
が
未
だ
に
⼀
部
に
残
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
議
員
は
議
会
閉
会
中
も
住
⺠
か
ら
の
要
望
聴
取
、
都
道
府
県
に
係
る
課
題
の
調
査
等
に
時
間
を
割
き
活
動
し
て
い
る
。
都
道
府

県
議
会
議
員
は
36
5⽇

、
年
中
無
休
の
仕
事
と
⾔
っ
て
も
過
⾔
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
議
員
活
動
の
実
態
を
踏
ま
え
、
今
後
、
議
員
の
あ
り

⽅
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
議
員
を
職
業
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
れ
に
⾒
合
う
報
酬
に
改
定
す
る
等
の
措
置
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
議

員
を
「
公
選
職
」
と
捉
え
直
し
、
そ
の
位
置
付
け
、
職
務
等
を
法
的
に
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
ア
）
議
員
に
求
め
ら
れ
る
位
置
付
け
、
職
務
等
が
明
確
に
な
り
、
議
員
の
活
動
に
対
す
る
評
価
や
期
待
に
つ
い
て
、

議
員
と
住
⺠
と
の
イ
メ
ー
ジ
格
差
を
縮
⼩
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
イ
）
本
会
議
や
委
員
会
へ
の
出
席
等
の
議
会
活
動
以
外
の
住
⺠
意
思
の
把

握
の
た
め
の
諸
活
動
（
議
会
活
動
の
背
景
と
な
る
諸
活
動
）
も
議
員
活
動
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
員
と
し
て
の
活

動
が
よ
り
積
極
的
に
展
開
で
き
る
環
境
が
整
え
ら
れ
る
。

働
き
⽅
改
⾰
の
進
展
等
に
よ
り
、
今
後
も
議
員
の
兼
業
は
想
定
さ
れ
る
が
、
議
員
の
職
務
を
果
た
す
た
め
に
は
相
当
の
責
任
と
活
動
を
伴

う
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
議
員
と
し
て
の
活
動
を
⾏
う
に
当
た
っ
て
、
⽀
障
が
な
い
よ
う
な
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
地
⽅
⾃
治
法
の
条
⽂
を
改
正
す
る
こ
と
を
提
⾔
す
る
。

5

⑮
地
⽅
議
会
議
員
の
位
置
付
け
、
職
務
等
を
地
⽅
⾃
治
法
に
お
い
て
明
確
化
す
る
【
法
改
正
事
項
】

条
⽂
案 〔議
会
の
設
置
〕

第
⼋
⼗
九
条

普
通
地
⽅
公
共
団
体
に
、議

会
制
⺠
主
政
治
に
お
け
る
意
思
決
定
機
関
とし
て
、住

⺠
を
代
表
す
る
選
挙
され
た
議
員
を
も
つ
て
組
織

され
る
議
会
を
置
く。

〔議
員
の
職
務
等
〕

第
⼋
⼗
九
条
の
⼆

普
通
地
⽅
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、常

に
、当

該
普
通
地
⽅
公
共
団
体
の
住
⺠
の
意
思
を
適
切
に
把
握
し、
及
び
当
該

普
通
地
⽅
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
調
査
研
究
その
他
の
活
動
等
を
⾏
うと
とも
に
、そ
の
有
す
る
識
⾒
を
活
⽤
し、
⾃
らの
判
断
と責

任
に
お
い
て
、

議
会
の
審
議
に
参
加
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

②
普
通
地
⽅
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、議

会
制
⺠
主
政
治
に
お
け
る
その
職
務
の
重
要
性
を
認
識
し、
その
識
⾒
の
向
上
に
努
め
、全

⼒
を
挙

げ
て
その
職
務
を
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
らな
い
。

③
普
通
地
⽅
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、他

の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
、議

員
の
職
務
を
⾏
った
こと
を
理
由
とし
て
、解

雇
その
他
の
不

利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
。

３
議
員
の
位
置
付
け
と
職
務
等
の
明
確
化
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の
提
⾔
事
項
（
４
）

(趣
旨
)

都
道
府
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
上
、
⽀
給
（
所
得
税
法
上
は
給
与
所
得
）
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⽇
々
、
住
⺠

か
ら
の
要
望
聴
取
や
、
⾃
ら
当
該
都
道
府
県
に
係
る
課
題
の
調
査
等
を
継
続
的
に
実
施
し
て
お
り
、
厚
⽣
省
の
「
法
⼈
の
代
表
者
⼜
は
業
務

執
⾏
者
で
あ
つ
て
も
、
法
⼈
か
ら
、
労
務
の
対
償
と
し
て
報
酬
を
受
け
て
い
る
者
は
、
法
⼈
に
使
⽤
さ
れ
る
者
と
し
て
被
保
険
者
の
資
格
を

取
得
さ
せ
る
よ
う
」
に
と
の
通
知
（
昭
和
24
年
７
⽉
28
⽇
保
発
第
74
号
）
か
ら
し
て
も
厚
⽣
年
⾦
の
加
⼊
要
件
を
実
質
的
に
充
⾜
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
近
年
、
厚
⽣
年
⾦
の
適
⽤
拡
⼤
は
趨
勢
と
な
っ
て
い
る
。

⺠
間
企
業
に
勤
務
す
る
⼈
び
と
等
、
多
様
な
⼈
材
が
議
員
に
な
る
た
め
に
は
、
適
切
に
処
遇
す
る
こ
と
も
⼤
事
な
こ
と
で
あ
る
。
今
後
議

員
に
な
り
た
い
と
思
う
⼈
に
対
す
る
後
押
し
と
し
て
の
効
果
か
ら
、
厚
⽣
年
⾦
の
加
⼊
は
前
向
き
に
検
討
す
べ
き
案
件
と
考
え
る
。

(趣
旨
)

無
投
票
当
選
者
数
の
割
合
が
増
加
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
１
⼈
区
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。

１
⼈
区
を
解
消
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
⽅
策
と
し
て
、
選
挙
区
の
設
定
は
現
⾏
ど
お
り
市
町
村
（
指
定
都
市
の
区
を
含
む
）
を
単
位

と
し
た
上
で
、
市
と
市
の
合
区
が
弾
⼒
的
に
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
選
挙
区
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
議
会
で
第
三
者
機
関
を
設
置
す
る
⽅
策
等
も
有
効
と
考
え
ら
れ

る
。

(趣
旨
)

企
業
等
で
働
く
⼥
性
が
、
都
道
府
県
議
会
議
員
に
転
⾝
し
て
も
切
れ
⽬
な
く
厚
⽣
年
⾦
へ
の
適
⽤
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
⽴
候

補
は
し
や
す
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

地
⽅
議
会
で
は
⼦
育
て
を
す
る
⼥
性
議
員
の
活
動
を
⽀
援
す
る
取
組
と
し
て
、
会
議
規
則
で
出
産
や
育
児
に
伴
う
⽋
席
規
定
を
明
⽂
化
す

る
ほ
か
、
議
会
に
よ
っ
て
は
、
議
員
控
室
の
⼀
部
を
保
育
ス
ペ
ー
ス
に
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
も
参
考
に
、
各
都
道
府
県

議
会
に
お
い
て
、
当
該
⼥
性
議
員
の
希
望
を
聴
き
、
⼦
育
て
と
議
会
活
動
の
両
⽴
が
図
れ
る
よ
う
、
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

選
挙
に
お
い
て
使
⽤
し
た
旧
姓
を
、
当
選
後
、
議
会
で
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
環
境
整
備
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
特
に
⼦
育
て
中
の
⼥
性
議
員
に
は
夫
の
協
⼒
等
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
⽋
か
せ
な
い
。
こ
の
た
め
、
男
性
の
育
児
休
業
を
取
り
や
す

く
す
る
⽅
策
が
必
要
で
あ
る
。

6

⑯
地
⽅
議
会
議
員
が
厚
⽣
年
⾦
制
度
に
加
⼊
す
る
【
法
改
正
事
項
】

⑱
市
と
市
の
合
区
が
弾
⼒
的
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
【
法
改
正
事
項
】

⑰
会
派
の
活
動
内
容
を
で
き
る
限
り
公
開
す
る

⑲
⽴
候
補
に
⾄
る
ま
で
の
⼿
続
を
わ
か
り
や
す
く
す
る

⑳
⽴
候
補
に
伴
う
企
業
等
に
よ
る
休
暇
を
保
障
す
る
制
度
等
を
整
備
す
る
【
法
改
正
事
項
】

㉑
供
託
⾦
の
⾦
額
を
⾒
直
す
【
法
改
正
事
項
】

㉒
⼥
性
が
⽴
候
補
し
や
す
く
、
議
員
と
な
っ
た
後
も
活
動
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る

㉓
議
員
活
動
を
⽀
え
る
研
修
を
整
備
す
る




